
 

 

 

 

平成 30 事務年度における相続税の調査等の状況（熊本県版）  
 

                                  

令和元年１2 月 

                 熊 本 国 税 局 

 

 

Ⅰ 相続税の調査等の状況 

  平成 30 事務年度における相続税の実地調査の状況 

  

Ⅱ 参考計表 

 １ 申告漏れ相続財産の金額の推移 

 ２ 申告漏れ相続財産の金額の構成比の推移 
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⑴ 実地調査件数及び申告漏れ等の非違件数 
 

相続税の実地調査は、平成 28 年に発生した相続を中心に、国税局及び税務署で収集

した資料情報等から申告額が過少であると想定される事案や、申告義務があるにもかか

わらず無申告と想定される事案等について実施しました。 

実地調査の件数は 113 件（平成 29 事務年度 88 件）、このうち申告漏れ等の非違があ

った件数は 99 件（平成 29 事務年度 82 件）で、非違割合は 87.6％（平成 29 事務年度

93.2％）となっています。 

 

⑵ 申告漏れ課税価格 
 

申告漏れ課税価格は 28 億 5,200 万円（平成 29 事務年度 27 億 4,700 万円）で、実地

調査１件当たりでは 2,524 万円（平成 29 事務年度 3,122 万円）となっています。 

 

⑶ 申告漏れ相続財産の金額の内訳 
 

申告漏れ相続財産の金額の内訳は、金額が多い順番に、現金・預貯金等が 6億 6,600

万円（平成 29 事務年度 9 億 5,400 万円）、有価証券が 4 億 2,600 万円（平成 29 事務年

度 2億 4,900 万円）、土地が 2億 3,300 万円（平成 29 事務年度 7億 4,400 万円）となっ

ています。 

 

⑷ 追徴税額 
 

追徴税額（加算税を含む。）は 4 億 4,700 万円（平成 29 事務年度 4 億 4,200 万円）

で、実地調査１件当たりでは 396 万円（平成 29 事務年度 502 万円）となっています。 

 

⑸ 重加算税の賦課件数 
 

重加算税の賦課件数は 19 件（平成 29 事務年度 8件）、賦課割合は 19.2％（平成 29 事

務年度 9.8％）となっています。 
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➢ 相続税の調査事績 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(注) 「申告漏れ課税価格」は、申告漏れ相続財産額（相続時精算課税適用財産を含む。）から、被相続人の債務・葬式費用の額

(調査による増減分)を控除し、相続開始前３年以内の被相続人から法定相続人等への生前贈与財産額(調査による増減分)を

加えたものである。よって、「Ⅱ 参考計表」の「１ 申告漏れ相続財産の金額の推移」の金額と一致しない。   
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１ 申告漏れ相続財産の金額の推移 

２ 申告漏れ相続財産の金額の構成比の推移 

 


